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は じ め に

 カナダは，2005年に市民婚姻法（Civil Marriage 

Act）を制定し，世界で 4 番目に同性婚を認めた国
家となった．したがって，LGBTQ と呼ばれる性
的少数者の権利の保障に関しては，先進国中の先
進国であるといえる．他方で，レビ記において同
性愛が禁じられる伝統的なキリスト教的価値観は
途絶えたわけではない．特に，本稿で登場する福
音主義キリスト教は，西欧社会において強大な影
響力を有している．本稿においては，このような
世俗主義的価値観と宗教的価値観との間の軋轢が
法学教育・法曹養成教育のあり方に関連して顕現
した事例であるLaw Society of British Columbia v. 

Trinity Western University判決1）（TWU事件）につ
いて検討する．かかる検討を通じて，宗教系大学
による法学教育・法曹養成教育の問題点と是非に
ついて論じたいと考えている．

宗教系大学による法学教育は可能か
―カナダ連邦最高裁判例の Law Society of British Columbia  
　　v. Trinity Western University 事件判決を題材として―

牧 野   令＊

要 旨

 本稿は，カナダ連邦最高裁判決である，Law Society of British Columbia v. Trinity Western University
事件（TWU 事件）について焦点を当てるものである . 同事件では宗教的信仰に基づく LGBTQ の学生
に対する制約的な学則を有する大学による法学教育・法曹養成教育の是非が争われており，カナダ最高
裁判所の判旨や同事件に関するカナダにおける学説状況を紹介した上で，日本法への示唆を検討する．
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 以下では，まず TWU 事件についての事案の概
要を紹介したのち，カナダの判例法理において採
用される Doré2）/Loyola3）基準に従って，憲章上の
権利である信教の自由の保護領域とその比較衡量
の対象である「公共の利益」の具体的な内容につ
いて，カナダの判例法理や学説を参照しつつ検討
することとする．

Ⅰ 事案の概要

 本件の具体的な事案の概要に先だって，二つの
点について確認しておこう．
 まず，カナダにおける法曹とその養成制度につ
いて紹介する．本稿で検討の題材とする事件の被
告は The Law Society of British Columbia（LSBC）
であるが，この「Law Society」というのは，カナ
ダにおける法曹による自治組織であり，その役割
の中には法曹養成に関係するものもある．法曹や
その養成制度のあり方は，国によって様々であり，
もちろん日本とカナダとでも大きく異なる点があ
る．したがって，本件の事案について理解するた
めの前提として，まずはカナダの法曹養成制度に
ついて確認する必要がある．
 次 い で，本 件 の 原 告 で あ る Trinity Western 

University（TWU）という大学について簡単に紹介
する．TWU は，福音主義キリスト教を設立母体と
する総合大学であり，その学則の中に教義が表れ
ている．そして，その学則こそが本件の紛争の根
本的な原因となっている．以上の 2 点を確認した
のち，本件の具体的な事案について紹介したい．

1 ．カナダの法曹養成制度4）

 そもそも「法曹」とは何を意味するのだろうか．
日本における「法曹」とは，法律関係業務を専門
的に行う法曹三者，すなわち弁護士・検察官・裁
判官を意味する．他方で，カナダにおける「法曹」

（Legal Profession）は，同じく法律関係業務を専
門的に行う者であるが，「弁護士」と「裁判官」の
2 種類に分けられる．まず，カナダにおける「弁

護士」とは，Law Society に所属して法律関係業務
を行う者である．この中には，私的な法律事務所
に所属して代理人弁護士としての業務を行う者や，
企業内弁護士がいる一方で，政府内で刑事訴追を
行う弁護士（Crown Attorney）も存在する．また，
もう一つのカテゴリーとして公益に従事する弁護
士5）もおり，広く法的サービスを提供している。他
方で，「裁判官」は，弁護士として一定の経験を経
た者から任命され，その際に Law Society の会員
ではなくなる．つまり，カナダにおいては，法律
専門職に従事する者は，Law Society に所属する者

（＝弁護士）と Law Society に所属しない者（＝裁
判官）の 2 種類に分けられることとなる．
 では，この Law Society とは，一体どのような
組織なのだろうか．Law Society は，各州において
その州内の弁護士を規律する組織であり，その設
置目的は市民への適切な法的サービスの提供を 

図 る こ と に あ る，と さ れ る．州 に よ っ て は，
Barristers’ Society という名称が用いられることも
あり，カナダにおいて弁護士となるためには，Law 

Society に必ず所属しなければならない．Law 

Society は，Legal Profession Act などの名称を持
つ各州の立法によって設置されるが，政府からの
独立した自治組織としての地位も与えられている．
Law Society の活動内容は多岐にわたるが，その一
つが，弁護士資格の付与であり，そこにはロース
クールの開設認可（あるいは学位の認定）やロー
スクール修了後の弁護士資格付与コースの提供も
含まれている．
 カナダにおいて法曹となるためには， 3 年制か
ら 4 年制の学部，そして 3 年間在学のロースクー
ル6）を修了したのち，各州の Law Society の提供す
る弁護士資格付与コースを修了し，さらに司法試
験 （the Bar Admission Exams や Qualification 

Examinations など州によって名称は異なる．）に
合格する必要がある．しかし，各州の Law Society

によって，ロースクール修了の学位（Juris Doctor）
が認められなければ，仮にロースクールを卒業し
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たとしても，その先の弁護士資格付与コースへと
進むことができない．本件で問題となった Trinity 

Western University も，カナダ各州の Law Society

によってロースクール修了の学位を認めないこと
とされた．以下では，Trinity Western University

という大学について確認したのち，本件の紛争が
発生するに至った過程を概観する．

2 ．Trinity Western University について
 本件でロースクールの開設を求めたのは Trinity 

Western University（TWU）である．TWU は，ブ
リティッシュコロンビア州で1962年に設立された
私立大学であり，カナダ福音自由教会がその設立
母体となっている．それに伴い，Core Value とし
て，「信仰に基づいた，信仰を承認する学びの追求

（Pursuing Faith－Based and Faith－Affirming 

Learning）」7）を掲げている．また，TWU では福音
主義キリスト教に基づく学則 （Community Cove-

nant）8）が定められており，学生は，入学時にこの
規則の遵守を約束する旨の署名が要求される．こ
の学則の中には，「男女間の婚姻の神聖性を害する
ような性的関係（sexual intimacy that violates the 

sacredness of marriage between a man and a 

woman）」を禁止するものが含まれており9），これ
によって学生は，学生生活を通じて，仮に自宅な
どのプライベートな空間においても当該行為が禁
止されることとなる．さらに，その学則に署名し
た者は，自らの行為を規律しなければならないの
みならず，他者の行為についても責任を負わなけ
ればならない，とされる．事案の概要については
後に詳述するが，本件は，この学則が「差別的」
であることを理由として，各 Law Society が TWU

によるロースクールの開設認可を与えなかったも
のである．
 もっとも，この学則をめぐる紛争は，本件が初
めてのことではない．2001年にも TWU の教職課
程の認証評価をめぐってカナダ連邦最高裁によっ
て判決が下されており10），TWU は，ブリティッシ

ュコロンビア州教員・教職審査委員会によって，
本件と同じ学則をもって「差別的」であると判断
されている11）．もっともカナダ連邦最高裁の判断
は結論としては本件と異なっており，2001年の事
件では，TWU 側の勝訴判決を下している．この結
論に関する比較についても後述する．

3 ．事案の概要
 TWU は，2012年 6 月15日，カナダローソサ 

エ ティ 連 合（the Federation of Law Societies of 

Canada） とブリティッシュコロンビア州上級教育
大臣に対して，ロースクールの開設を申請した12）．
それに対し，両者ともに承認をした13）．しかし，
オンタリオ州，ノバスコシア州，ブリティッシュ
コロンビア州の各州の Law Society（それぞれ，
Law Society of Upper Canada （LSUC）， Nova 

Scotia Barristers’ Society（NSBS），Law Society of 

British Columbia（LSBC））は，本件承認決定につ
いて異議を唱え，カナダローソサエティ連合とは
別に独自の承認プロセスを行う旨の決定を行った．
その結果，上記 3 州で，TWU によるロースクール
開設の申請は却下，ないし留保付きの承認がなさ
れた．これに対し，TWU は，上記 3 州の各 Law 

Society に対して，本件の各処分は TWU の信教の
自由を不当に侵害するものであると主張し，その
司法判断を求めて出訴した．
 下級審の判断については，TWU v. NSBS14）は，
TWU の信教の自由に対する侵害を認め，TWU の
勝訴という結論を下した一方で，TWU v. LSUC15）

と TWU v. LSBC16）は両者ともに Law Society の勝
訴という結論を下した．そのうちカナダ連邦最高
裁まで上訴されたのは LSBC と LSUC の二つのケ
ースであるが，それらは同日に判決が下されてお
り，両者はどちらも同旨の結論であることから，
以下では，このうちより詳細に述べられているLaw 

Society of British Columbia v. Trinity Western 

University に焦点を合わせて紹介，検討する．
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  Ⅱ カナダにおける信教の自由について 
  ―宗教団体の対外的防御と対内的制約

1 ．カナダにおける信教の自由
 カナダにおける信教の自由については，1982年
憲法法律（1982年カナダ法別表 B）第 1 章「カナ
ダの権利及び自由の憲章」の第 2 条（a）で定めら
れている．これに関わるリーディングケースは，
Big M Mart 事件17）であり，本件においても引用が
なされている．同事件は，日曜日を「主の日」と
し休日を定めた，「主の日」法の合憲性が争われた
事件である．その事件の判決文中で，信教の自由
とは，「人が選んだ宗教的信念を信じる権利」，「宗
教的信念を公然と，そして妨害や報復の心配なく
宣言する権利」，「宗教的信念を崇拝や宗教的行為
により，または宗教教育や布教を通して明らかに
する権利」である18），と定義づけられている．
 そして，どのような場合に信教の自由に対する
制約を認めることができるか，の判断については，
Amselem 事件判決19）及び Loyola 事件判決20）がリー
ディングケースとなっている．
 前者の事件では，信教の自由に対する侵害が認
定される基準として，⑴原告が，ある行為や信条
について，それが宗教と結びついていることに対
して真摯に信じていること，⑵異議を唱えられた
国家の行為が，当該行為や信条と一致する行動を
とる能力・可能性に対して，「些細なもの」以上の
やり方で妨害をしていることの両者を原告が立証
したこと，の 2 点を挙げている21）．
 ところで，本件は，宗教団体である福音主義キ
リスト教系大学の信教の自由が問題となる事例で
ある．そこで，信教の自由が団体に対しても認め
られるのか否かが問題となる．憲法上の権利が団
体に対しても保障されるか否かは，日本の憲法学
においても問題となる論点である．他方で本件に
おいては，宗教団体が，「団体の構成員に対して制
約を課す自由」を，国家あるいは公権力に対して
主張することができるか否かが問題となっている

が，かかる権利について憲法上いかなる評価をす
べきかについては，日本では未だ十分な議論がさ
れているとはいえない．注意をしなければならな
いのは，本件は構成員と団体の間の紛争ではない，
という点である．本件は，私的団体としての大学
と公的組織としての Law Society との間の争いで
あり，かかる態様の紛争において，構成員に対す
る抑圧的な規則はどのようにして評価されるべき
だろうか．以下では，本件における Abella 裁判官
他による多数意見の論理と Rowe 裁判官による補
足意見を紹介したのち，かかる事例に関係する学
説を紹介し，最後に，日本法への示唆及び簡単な
私見をもって小括とする．

2 ． Law Society of British Colombia v. Trinity 

Western University 事件判決（2018年）
⑴ Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, 

Gascon 裁判官の多数意見について
 まず，多数意見は，信教の自由の制約が問題と
される事例の判断基準として，Amselem 事件判決
基準を挙げ，先述の通り，「⑴ 彼ないし彼女の宗
教と結びついている信条もしくは宗教的行為につ
いて真摯な信仰があること」，そして「⑵「些細な」
とは評価し得ないような仕方で，ここで非難され
る国家の行為が原告の宗教的行為ないし信条にそ
ったような行為を妨害されていること」22）の両者が
示された場合に，信教の自由の制約が認められる
こととなる，とした．他方で，この基準は本件の
TWU のような団体に対しても適用が可能だろう
か．この点，多数意見によると，この Amselem 事
件判決で示された基準は，「個人の選択（personal 

choice）」や「個人の自律（individual autonomy）」
を前提とした個人主義的な思想を反映したもので
あるから，宗教的共同の維持や結成といった共同
体主義（communitarian）的な行為にはそのまま適
用することはできない，とされた23）．
 しかし結論として多数意見は，Loyola 事件判決
を引用することで団体に対する適用可能性を認め
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た．Loyola 事件とは，ケベック州が普通教育を行
う学校に「倫理・宗教文化（Ethics and Religious 

Cultures）」という科目の実施を義務づけたことに
対し，カトリック系私立学校である Loyola High 

School が信教の自由に基づいてその法義務免除を
主張した事件である．Loyola 事件においてカナダ
最高裁判所は，「裁判所による信教の自由の解釈
が，個人の選択や個人の自律，個人の自由という
概念を反映するものであるとしても，宗教という
ものは，宗教的信条と宗教的「関係性」の両者に
関わるものである」24），と述べた上で，信教の自由
の保護領域には，「宗教的信条自体と共同体的な組
織や伝統を通じて同信条を表現する事との間の深
い関係性」25）も含まれなければならない，と判断し
ている．これによって，TWU の信教の自由の保障
が認められるに至った．

⑵ Rowe 補足意見について
 以上の多数意見の論理構成に対し，Rowe 裁判
官は賛同しなかった．Rowe 裁判官はそもそも，本
件 TWU には本件において信教の自由の侵害を認
めなかったため，Doré/Loyola基準を適用せず，通
常通りの合理性の基準に照らして判断し26），TWU

のロースクールの開設不許可処分は合憲である，
と判断したのである．かかる判断における多数意
見との対立点は，①構成員に対する抑圧的な宗教
団体に，信教の自由の保護を与えるべきか否か，
そして②本件に対して，Loyola 事件判決を適用す
ることができるか，というところにある．この 2

点の対立点について，以下で検討する．
 まず 1 点目について，Rowe 裁判官は，「信教の
自由は，深い個人的な信条や宗教が要求する実践
を守る個人的な選択に対する妨害から保護するも
のである」以上，「個人，あるいは，信者集団が，
彼らの宗教的信条や宗教的実践を，信仰を共有し
ないものに対して強制するための手段を保護して
いるわけではない」27）と，判断した．すなわち，構
成員に対して抑圧的な共同体の権利については，
それによって抑圧される個人の権利を重視するこ

とで，共同体の権利の要保護性を認めなかったの
である．
 また， 2 点目について，Rowe 裁判官によると，
Loyola 事件は「自らの宗教的観点を学生に教える
自由」としての信教の自由が問題となったのに対
し，本件においては，TWU が，法学教育に際し，

「学生に対する制約を課しながら」教育を行う自由
としての信教の自由が問題となっているため，そ
れらを同様に解することはできない，と判断して
いる28）．すなわち，Rowe 裁判官によると，Loyola

事件においては，構成員に対する抑圧的な性質が
認められなかった一方で，本件においては構成員
に対する抑圧的な性質がある以上は，事案を同視
することができない，とされたのである．

3 ．若干の検討
 団体の自由をめぐり，個人の自律と団体の権利
が対立する場合に，いかにして解すべきだろうか．
この点，Amselem 事件判決の基準が信教の自由の
保護領域に関するリードケースとされていたこと
からも分かる通り，カナダにおいては「個人の自
律」に対して重きが置かれており，Loyola 事件判
決までは，教会などの団体をのぞき，法人には信
教の自由の保障が認められない，とされていた29）．
この点，団体による信教の自由については，対外
的防御と対内的制約という観点30）がある．そして，
本件紛争は，構成員対団体という図式ではなかっ
た以上，「対外的防御」としての信教の自由が問題
となる事例である．Abella ほか多数意見が Rowe

裁判官と同様の見解を取らず，保護領域の検討段
階で構成員に抑圧的性格を考慮しなかったのは，
本件が「対内的制約」ではなく，「対外的防御」と
しての信教の自由が問題となっている事例だから
である，と考えられる．

4 ．小括―日本法への示唆
 団体の人権享有主体性という論点は，日本の憲
法学においても長く論じられているものである．
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そして，高橋和之の学説31）によると，対外的防御
としての団体の権利については，構成員の権利の
主張適格の問題として捉え直され，対内的制約と
しての団体の権利については，統制権・紀律権の
問題として捉え直されることとなる．他方で，対
外的防御としての団体の権利が問題とされる事例
において，対内的制約はいかにして考慮されるべ
きか（あるいは考慮されないべきか）は，いまだ
日本では論じられていない問題であると言えよう．

Ⅲ Legal Profession Actにおける「公共の利益」
の意義

1 ．「公共の利益」とは
 Doré/Loyola 基準に従うと，行政裁量の行使の
結果として憲章上の権利が制約を受ける場合には，
当該決定が問題となる憲章上保護された権利・価
値と，関係する実定法上の義務との間のバランシ
ングを適切に反映しているか否かが審査される32）．
そして，① 憲章上の権利については最大限の保護
を要求する一方で，② 裁量権者が適切な制定法上
の目的とバランスの取れた限度で憲章上の保護を
制限する場合にのみ，比例性を満たす均衡を認め
られるのである33）．
 この点，Law Society が「市民に適切な法的サー
ビスを提供するという公共の利益のために弁護士
職を規律すること」を目的としていることは，す
でに述べた通りである．また，ブリティッシュコ
ロンビア州においては，Legal Profession Act，c.9, 

s.334） によって「公共の利益（public interest）」に
関する規定がされている．そこで，この「公共の
利益」とは何を意味するのだろうか．上記 ② の基
準における，信教の自由に対抗する「制定法上の
目的」と関連して問題となる．
 以下では，Abella 裁判官らの多数意見によって
示された解釈と，Côté・Brown 裁判官によって示
された解釈について紹介したのち，学説上論じら
れた議論について紹介する．TWU ロースクールに
関しては，学説上もっとも盛んに議論されたのが，

この「公共の利益」に関係する議論であったとい
える．その中には，カナダ最高裁判所による判決
には表れていない議論も多く存在する．しかし，
本稿の主たる関心対象である法学教育・法曹養成
教育のあり方について再考を迫る議論が多く含ま
れている以上，確認する必要がある．

2 ． Law Society of British Colombia v. Trinity 

Western University 事件判決（2018年）
⑴ Abella 多数意見について

 多数意見では，本件で問題となる「公共の利益」
の内容として， 1 ）法律専門職への平等なアクセ
ス，2 ）法曹の多様性を確保すること ，及び，3 ）
LGBTQ の学生に対する侵害の防止という 3 点を
挙げている35）．これらの利益はいずれも，「平等」
によって根拠づけられるものであり，また，これ
ら 3 点の関係性としては， 3 ）LGBTQ の学生に対
して区別しないことによって， 1 ）及び 2 ）の確
保がなされることとなる36）．
 かかる三つの利益を挙げた上で，本件学則は
LGBTQ の学生のもっとも私的な領域に対して干
渉するものであり，特に，進学先について他の選
択肢を有さない LGBTQ の学生に対しては，重大
な不利益を課すものである，と指摘している．
 他方で，本件で問題となる憲章上の権利である
信教の自由については，① 本件学則は，必ずしも
キリスト教的環境のもとで学業に励むことを強い
るものではなく，あくまでも宗教的行動準則に過
ぎないこと，② 各人の精神的な成長にとっても，
各共同体によって好まれている宗教的信条が注が
れているような環境で法律を学ばなければならな
いわけではないことを指摘した上で，その制約の
重大性がさほど大きくない，という評価を加えて
いる．
 そして，結論として，上記のバランシングの上
で，本件において LSBC が取りうる選択肢は TWU

ロースクールの開設を承認するか不許可とするか
の二つしかない以上，不許可処分を下したことに
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不合理性はなかった，と判断している．
⑵ Côté・Brown 反対意見について

 まず，Côté・Brown 反対意見は，裁量判断の過
誤の観点から，多数意見の考える「平等」は「公
共の利益」の内容として不適切ではないか，とい
う批判を行っている37）．これはすなわち，考慮す
べきでない事柄を考慮している，という判断過程
統制的な批判である．反対意見によると，Legal 

Profession Act の目的は，あくまでも，「弁護士志
望者が弁護士資格をあたえるのにふさわしい資質
を有することを確実にすること」であること38）か
ら，ロースクール開設時点において「公共の利益」
について考慮すること自体が早計である，として
いる39）, 40）．
 また，仮に，「弁護士としての適性の確保」以外
の利益であっても「公共の利益」に該当しうると
すると，宗教的多様性の確保や，様々な宗教の平
等性というのも重要な利益であり，「公共の利益」
に該当しうる，としている．すなわち，「public 

interest」の意義について，広範な理解を前提とし
た場合，TWU の宗教的な行為に対して「合理的配
慮」を図ることは，世俗主義・多元主義にとって
の前提を成し，TWU のメンバーの尊厳を保護する
ために必要である，としている41）．カナダの信教
の自由をめぐる判例では，合理的配慮の法理が認
められている．また，合理的配慮の法理の観点か
らは，より具体的な事例を想定し，休日に関する
宗教上のきまりが原因で，あるいは宗教上必要と
される様々な儀礼的行為によって，世俗的なロー
スクールになじめない人々がおり，宗教的なロー
スクールはそのような人々に対して法学教育・法
曹養成教育へのアクセスの平等性を保障する必要
がある，という Dwight Newman による議論も考
えられるであろう42）．もっとも，合理的配慮の法
理にも限界が存在し，対抗法益が同程度に重要な
場合や法規範の核心に関わる場合には，合理的配
慮が限界づけられうる43）, 44），とされる．本件にお
ける対抗法益は，いうまでもなく「平等」，あるい

は LGBTQ の権利であろう．
 また，本件における「公共の利益」の核心には，
確かに，適切な法的サービスの提供，あるいは弁
護士としての資質の確保があるといえる．この点，
前者は重大な利益であるといえるが，反対意見に
よると，本件で問題となっている学則は，そもそ
も広範な禁止規定を設けている中の一つに過ぎず，
さらに，同規定は未婚の異性間カップルの性的行
為も禁じている以上は，かならずしも LGBTQ の
人々に対する狙い撃ち的な規制ではない45），とさ
れるが，その一方で，この学則は TWU にとっての

「宗教共同体の生命力（the vitality of the religious 

community）」を維持するものである46）, 47）から，本
件で問題とされる信教の自由と平等との間に「同
程度の重要性」が認められない，と主張される．
さらに，次に述べる世俗主義とも関連するが，反
対意見は，カナダ社会の多様性は，宗教的多元性
によっても反映されているのであり，観点の多様
性自体が尊重されなければならない，と主張して
いる48）．

3 ．学説上の議論
⑴ 世俗主義的なアプローチ

 以上で検討した「平等」のうち，特に本件判決
の多数意見が述べる「平等」は，LGBTQ の利益
を重視したものである．したがって，本判決は，
世俗的な価値観に基づいた判断である，というこ
とができる．この点，「世俗主義」という観点か
ら，この判断は妥当であるといえるだろうか．
 カナダは世俗主義国家であるといわれており，
様々な判例を通じてそれが確認されてきている．
カナダ判例法理における世俗主義の意義について，
カナダのWittenの研究49）を参考にして述べた上で，
本件 TWU 事件判決の採用している立場について
検討したい．
 まず，Witten は，Taylor と Maclure を引用した
上で，世俗主義とは「異なる世界観の「平等な尊
重」と「良心の自由」という二つの主要な原理に



10

基づき，「教会と国家の分離及び国家の宗教への中
立性」という形式で作用する概念」である50），と
定義づけており，「世俗主義」の概念を二種類に分
類している．一つ目が，厳格な世俗主義であり，
もう一つが，穏健な世俗主義とされるものである．
 Witten によると，厳格な世俗主義とは，公共領
域において「不信仰」に対して積極的に特権を与
え，私的領域においてのみ宗教に対する寛容性を
認めるものである，とされる51）．他方で，穏健な
世俗主義とは，国家に対し，宗教や「究極的な意
味」については不可知論者であることを要求する
考え方である，とされる52）．すなわち，両者の相
違点は，公的領域と私的領域に分けるのか否か，
また，「不信仰」などのなんらかの世俗的な価値観
に対して特権的な地位を与えるのか否か，という
2 点が挙げられる．そしてまた，Witten は，「憲
章 2 条（a）の保障する信教の自由は，元来多数派
の価値観から非中立的な活動を保護する趣旨であ
る」53）と指摘した上で，本件において信仰よりも世
俗的諸価値が支持されうることによって，「宗教的
信条は，公共的規範に一致する範囲でのみ保護さ
れることとなるであろう」54），としており，「穏健
な世俗主義」をより適切なものである，と主張し
ている．
 この点につき，カナダ連邦最高裁判例において
は，どのようにして判断されてきたのだろうか．
Witten が論文中で挙げている判例のうち，本件と
も関係性の大きい2001年 TWU 事件判決について
確認する．
 2001年 TWU 事件判決は，「信仰と行為（belief 

and conduct）」55）の区別を指摘した上で，卒業生が
同性愛者に差別的行為をするであろうことの証拠
が存在しないことを指摘して56），TWU の教職課程
の認証評価の不許可処分を違憲としており，これ
は，行為の観点から信仰の部分を切り離して考え
ることで，「宗教や『究極的な意味』については不
可知論者であること，すなわち，「穏健な世俗主
義」の方途を選択した57），と主張する．

 これに対して，本件は，ロースクールの教育が
「公共領域」にあることを前提として，「不信仰」
に対する特権をあたえるものであり，厳格な世俗
主義的な判断である，といえよう．したがって，
これはWittenの立場からは否定される結論である．
また，本判決の反対意見の中でも，「どのように生
きるべきかについて単一の考え方へと収束し得な
い価値観の対立」があったとしても，「公共領域は
あらゆるものにとって共有されるべきである」と
いう常識が存在する，と主張されており58），これ
もまた，なんらかの思想的立場に特権的地位を与
えない Witten と軌を同一にする立場であると考え
られる．
 この点につき，確かに「私立」大学である TWU

の信仰について「私的」なものである，と考える
ことは容易である．しかし，私見では，法学教育，
とりわけ法曹実務教育が「公共領域」に全く関係
していない，と考えるのも疑問を覚える．という
のは，まさに Legal Profession Act 自体が，「公共
の利益」（public interest）という語を用いており，
さらに，後述する弁護士の「モデル論」から考え
ても，単に私立大学であるというだけで法曹実務
教育から「公共性」を一切排除して考えることは
かえって不自然だからである．
 世俗主義の意義をめぐってはいまなお盛んに議
論されており，世俗主義の解釈をめぐる問題や「公
共領域」の拡大の是非といった問題について，本
稿の中で結論づけるのは困難である．さしあたり，
宗教と法学教育の緊張関係という問題点を考える
際の切り口としての世俗主義的観点の指摘に留め
る．

⑵ 法学教育・法曹養成教育における宗教的観
点

 宗教的バイアスにより，適切な法学教育がなさ
れないのではないか，ということも問題となる．
つまりこれは，TWU が前提とする思想が，カナダ
憲法における平等権や法曹倫理についての判例や
通説による理解とは異なる理解を前提としている
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ことから，そのような理解に基づく法学教育は，
法学教育としての適切性に欠けるのではない
か59）, 60），という指摘である．
 また，法曹養成教育を行う機関としての適切性
も問題となる．先に述べた通り，普通教育を行う
教員を育成する教職過程の認可についても，TWU

は一度拒否されている．しかし，カナダ最高裁に
よって，その判断は覆され，結果として，教職課
程の設置が認められるに至っているのである61）．
なぜ，カナダ連邦最高裁は，教職課程の設置は認
めたにもかかわらず，ロースクールの開設を認め
なかったのだろうか．
 この点，普通教育において求められる公共性と
法曹実務において求められる公共性が異なる，と
いうことが指摘される62）．Pothier は，法曹実務に
おいて求められるのは，適切な法の運用の能力で
あり，そこでは自らの思想・信条を押し殺さなけ
ればならない場面も少なくないことを指摘した上
で63），さらに，法曹には，「マイノリティの人々に
対して差別を行ってはならない」という一般的義
務よりもさらに高度な職業倫理が要求される一方
で，教職員には，一般人と同程度の義務しか課せ
られない64），と主張する．

4 ．小括―日本法への示唆
 日本の法学教育・法曹養成教育においては，あ
るべき弁護士の姿について，「法曹倫理」という授
業の中で学ぶこととなる．日本においては，弁護
士の役割の「モデル論」65）と呼ばれる議論が存在
し，弁護士の理想像として，公益に資する立場で
あることを重視する在野法曹モデル・プロフェッ
ションモデルや，依頼人に対する法的サービスを
提供する立場であることを重視する法サービスモ
デル・関係思考モデルをはじめとする，様々なモ
デルが提唱されている．確かに，弁護士職務基本
規程の第 1 条は，「弁護士は，その使命が基本的人
権の擁護と社会正義の実現にあることを自覚し，
その使命の達成に務める」ものであることを定め

ており，さらに，弁護士法第 1 条 1 項も「弁護士
は，基本的人権を擁護し，社会正義を実現するこ
とを使命とする」と定めていることから，これは
弁護士の役割のプロフェッション的・理想主義的
側面を含意していることは明らかである．弁護士
の公益的役割を重視する立場は，法律専門職従事
者には一般的義務よりもさらに高度な職業倫理が
要求される，とする学説と親和性が高いといえよ
う．他方で，弁護士と依頼者・国民との新しいパ
ートナーシップを志向する立場66）や，市場原理の
中で弁護士のプロフェッションを再構成し，弁護
士サービスの「専門技術性」を重視し，個々の事
件処理を通じて自由な社会の形成発展を志向する
立場67）からすると，弁護士の役割の中でも法サー
ビス性が重視されるため，依頼人が宗教関係者で
ある場合には，依頼人と同じ信仰を共有する弁護
士こそがその代理人としてもっとも適しているこ
ととなる以上，弁護士の宗教的多様性を重視した
方が法的サービスのアクセシビリティに資する，
とも考えられる．
 弁護士や法曹の役割に関して，何が望ましいモ
デルであるか，という論点については，その議論
状況の概要の紹介に留める．この点，日本の弁護
士のプロフェッションに関する通説的立場による
と，基本的人権の擁護や社会正義の実現というの
は，不特定多数の市民の中から任意に提示された
個々の依頼者の具体的要求に応じて，具体的奉仕
活動を行うことを通じて達成されるものである，
と解されており68），プロフェッション性と法サー
ビス性の共存が考慮されている．さしあたり，こ
のような通説的な立場から考えると，個々の大学
における法学教育・法曹養成教育が法曹としての
適性の育成となんら関連性がないならまだしも，
あるべき法学教育・法曹養成教育を考えるに当た
っては，弁護士の宗教的多様性の確保という観点
も少なくとも無用なものとはいえないであろう．
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お わ り に

 本稿では，TWU 事件を足掛かりに，カナダにお
ける信教の自由の保護の態様と，法学教育・法曹
養成教育における「公共の利益」と信教の自由と
の間の緊張関係について検討してきた．信教の自
由の保障のあり方については対外的防御と対内的
制約という観点から検討した上で，法曹養成教育
における「公共の利益」と関係して，弁護士のモ
デル論を足掛かりに，宗教系大学による法曹養成
教育の可能性について検討してきた．
 宗教系大学の法曹養成教育についていえば、ア
メリカにおいては，Yeshiva University の Cardozo 

School of Law など正統派ユダヤ教系のロースクー
ルが存在しているが，取り立てて宗教と法曹養成
教育の緊張関係については問題とされてこなかっ
た．しかし，本件は単に法曹養成教育に宗教が関
係するだけの事例ではなく，LGBTQ の人々に対
する権利侵害が問題とされた事例であり，だから
こそ問題点が明らかにされた事例であるといえる．
日本においても，LGBTQ の人々に対する差別の
問題については，認識が広まっている．法曹養成
教育のあり方に加え，「真摯な信仰」や思想・良心
と平等の対立関係については，引き続き検討すべ
き問題点である，といえよう．

注
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University,［2018］ 2  S.C.R. 293［TWU 2018］.

2）Doré v Barreau du Quebec, 2012 SCC 12,［2012］ 1  

S.C.R. 395.

3） Loyola High School v. Quebec (Attorney General), 

2015 SCC 12,［2015］ 1  S.C.R. 613［Loyola］.
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